
Zoom開催

お申込み
お問い合わせ

午前の部 10:30～11:30 (セミナー)

11:30～12:00 (質疑応答)

午後の部 13:30～14:30 (セミナー)

14:30～15:00 (質疑応答)

❸
３
日
目

6月23日 水

一般社団法人西日本福祉事業者協会 事務局
〒815-0032 福岡市南区塩原3丁目8番28号-2F

TEL: 092-408-1430

弊社HPは
こちらの
QRコード
またはURL
からご覧い
ただけます。

≪URL≫ https://nishi-fuku.com

講義内容は
全日・全時間
帯ともに同一
です。

午前の部 10:30～11:30 (セミナー)

11:30～12:00 (質疑応答)

午後の部 13:30～14:30 (セミナー)

14:30～15:00 (質疑応答)

❶
１
日
目

6月21日 月

午前の部 10:30～11:30 (セミナー)

11:30～12:00 (質疑応答)

午後の部 13:30～14:30 (セミナー)

14:30～15:00 (質疑応答)

❷
２
日
目

6月22日 火

セミナー内容
の詳細は裏面
をご覧下さい。



安心の
個別指導

オンラインセミナー申し込みフォーム

「今さら聞けない、
処遇改善実績報告のポイントと実務」

セミナー内容

下記フォームにご記入の上、ＦＡＸでお申し込みください。

※本申込書にてお預かりした個人情報は、上記セミナーならびに今後弊社が開催するセミナーのご連絡のみに使用し、ご本
人の同意なくその他の目的で使用または、上記以外の目的で第三者へ開示・提供することはございません。

お申し込みはＦＡＸにて 092-512-1394

処遇改善実績報告の手続きは、毎年７月末日までに行う必要があります。
本年（令和２年度分）の実績報告につきましては、新様式（統一様式）で
行う初の手続きであり、添付書類の省略や入力内容の簡略化が図られたも
のの、戸惑いや混乱も予想されます。
また、実績報告書の提出は、加算取得要件の一つであることから、加算要
件の解釈間違いや内容に不備がある場合、返還等のリスクも発生します。
これらの点を踏まえ、当協会では、「今さら聞けない、処遇改善実績報告
のポイントと実務」と題して、オンラインセミナーを開催することといた
しました。
例えば、「実績報告書作成上、最低限押さえておくべきポイントは？」
「改善額に法定福利費を含む場合の具体的な処理方法は？」「改善額が足
りていない場合の対処法は？」「計画の内容と実績の内容が異なる場合の
対処法は？」等々。
「一問一答形式」の「実務に踏み込んだ」内容を予定しておりますので皆
様の実績報告書作成に際し、お役に立てるものと存じます。
この機会に是非ご参加ください。

法 人 名
(施 設 名 ) （ ）

ご 住 所

〒

ご担当者名

（フリガナ）

役 職 名

T E L （ ） Ｆ Ａ Ｘ （ ）

メ ー ル
ア ド レ ス

ご希望日の時間枠に✓を記入してください。

① 1日目 6月21日(月)

□午前の部 □午後の部

② 2日目 6月22日(火)

□午前の部 □午後の部

③ 3日目 6月23日(水)

□午前の部 □午後の部

※お申し込みいただいた方には、別途、受講料のお支払い方法をメールにてお知らせ致します。
また、ご入金が確認できましたら、セミナー開催日の前日迄にZoomへのリンクと、受講用テキストをお送り致します。

受講料
受講日、時間枠は選択自由です。
尚、申込数が弊社規定人数を下回る場合は

日程調整をお願いする場合がございます。
10,000円(税込)／1回

≪お申し込みの締め切り≫
セミナー開催日の7日前迄


